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令和４年度ひたちなか市健全化判断比率及び 

資金不足比率審査意見書の提出について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規

定に基づき，審査に付された令和４年度決算における健全化判断比率及び農業集落排

水事業等１１特別会計の資金不足比率並びにこれらの算定の基礎となる事項を記載

した書類を審査しましたので，その結果について，次のとおり意見を付して提出しま

す。 
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令和４年度ひたちなか市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見 

 

Ⅰ 審査の対象 

令和４年度決算における健全化判断比率及び資金不足比率（以下「健全化判断比率等」という。）

並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類 

１ 健全化判断比率 

（１） 実質赤字比率 

（２） 連結実質赤字比率 

（３） 実質公債費比率 

（４） 将来負担比率 

２ 資金不足比率 

 

Ⅱ 審査の期間 

令和５年７月２４日（月）から令和５年７月３１日（月）まで 

 

Ⅲ 審査の方法 

健全化判断比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているか

どうかを主眼として，係る内容についての資料と説明を求めて審査を行った。 

 

Ⅳ 審査の結果 

１ 健全化判断比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類の作成の状況 

審査に付された健全化判断比率等及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，いずれ

も適正に作成されているものと認められた。 

 

２ 健全化判断比率等の状況 

審査の対象とした健全化判断比率等の状況は，各比率別に次頁以降に記載したとおりである。 

なお，健全化判断比率については，各比率ごとに早期健全化基準，財政再生基準が定められ，

各比率のいずれか１つ以上が早期健全化基準に達した場合は財政健全化計画，財政再生基準に

達した場合は財政再生計画の策定が義務付けられており，また，資金不足比率については，経

営健全化基準が定められ，この基準に達した場合は経営健全化計画の策定が義務付けられてい

るが，いずれもこれらの状況にはなっていない。 
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〔健全化判断比率〕 

（１） 実質赤字比率 

本市の一般会計等に当たる会計は，一般会計，奨学資金特別会計及び墓地公園事業特別会

計であり，いずれの会計においても実質収支額は黒字になっており，実質赤字額はないため，

実質赤字比率は発生していない。なお，一般会計等の実質収支額の合計は3,184,591千円で，

前年度と比較すると61,480千円（1.9％）減少している。 

 

※ 実質赤字比率は，一般会計等の実質赤字額を標準財政規模で除した比率である。 

※ 標準財政規模は，地方公共団体の経常的一般財源（使途が特定されず，どのような経費

にも使用することができる財源）の標準的な大きさを示す指標で，標準税収入額等に普通

交付税額，臨時財政対策債発行可能額を加えた額である。 

 

一般会計等に係る実質収支額及び実質赤字額
（単位：千円，％）

令和４年度 令和３年度

一般会計 3,121,531 3,165,031 △ 43,500 98.6

奨学資金特別会計 600 1,953 △ 1,353 30.7

墓地公園事業特別会計 62,460 79,087 △ 16,627 79.0

計 3,184,591 3,246,071 △ 61,480 98.1

実質赤字額 - - - - 

備考　　表中の「－」は，該当数値がないことを示す。

会計名
実質収支額

増減 前年度比較

 

実質赤字比率の算定結果
（単位：千円，％）

実質赤字額 標準財政規模 実質赤字比率 早期健全化基準 財政再生基準

- 31,380,204 - 11.74 20.00

備考　表中の「－」は，該当数値がないことを示す。
 

 

（２） 連結実質赤字比率 

各会計の収支状況は，いずれの会計においても実質収支額等は黒字又は均衡しており，連

結実質赤字額はないため，連結実質赤字比率は発生していない。なお，全会計を合計した連
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結実質収支額は10,228,976千円で，前年度と比較すると599,432千円（6.2％）増加している。 

 

※ 連結実質赤字比率は，すべての会計の実質赤字額と資金不足額の合計額から実質黒字額

と資金剰余額の合計額を差し引いたとき，正となった金額（以下「連結実質赤字額」とい

う。）を標準財政規模で除した比率である。 

 

（単位：千円，％）

令和４年度 令和３年度

3,184,591 3,246,071 △ 61,480 98.1

国民健康保険事業特別会計 139,694 270,601 △ 130,907 51.6

介護保険事業特別会計 709,096 713,965 △ 4,869 99.3

後期高齢者医療事業特別会計 4,387 6,262 △ 1,875 70.1

水道事業会計 5,403,562 4,750,406 653,156 113.7

下水道事業会計 494,666 467,138 27,528 105.9

農業集落排水事業特別会計 9,327 10,449 △ 1,122 89.3

地方卸売市場事業特別会計 4,912 5,065 △ 153 97.0

東部第１土地区画整理事業
特別会計

54,905 38,119 16,786 144.0

東部第２土地区画整理事業
特別会計

0 0 0 - 

佐和駅東土地区画整理事業
特別会計

0 0 0 - 

武田土地区画整理事業
特別会計

17,852 19,417 △ 1,565 91.9

六ッ野土地区画整理事業
特別会計

116,076 88,358 27,718 131.4

阿字ヶ浦土地区画整理事業
特別会計

78,958 0 78,958 皆増 

船窪土地区画整理事業
特別会計

10,950 13,693 △ 2,743 80.0

10,228,976 9,629,544 599,432 106.2

- - - - 

前年度比較

法非適用
企業

法適用企業

合　計

備考　表中の「－」は，該当数値がないことを示す。

連結実質収支額及び連結実質赤字額

連結実質赤字額

実質収支額又は
資金剰余・不足額

会計名 増減

一般会計等

一般会計等以外の
特別会計のうち
公営企業に係る
特別会計以外の
会計

公
営
企
業
会
計

 
 

連結実質赤字比率の算定結果
（単位：千円，％）

連結実質赤字額 標準財政規模 連結実質赤字比率 早期健全化基準 財政再生基準

- 31,380,204 - 16.74 30.00

 備考　表中の「－」は，該当数値がないことを示す。
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（３） 実質公債費比率 

実質公債費比率は10.4％で，前年度と比較すると0.6ポイント上昇している。 

 

※ 実質公債費比率は，一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金に要する一般財

源の合計額を標準財政規模で除した比率（ただし，普通交付税算定上の基準財政需要額に

算入される額は，それぞれから控除する。）の直近３か年の平均値である。 

 

実質公債費比率の算定結果
（単位：千円，％）

年度

区分

6,082,869 5,792,501 5,516,734 5,399,975 

2,382,594 2,205,531 2,272,246 2,466,439 

1,292,232 1,268,263 1,305,385 1,286,400 

3,935,332 3,922,478 3,980,478 3,979,175 

31,380,204 31,845,080 30,579,002 29,616,861 

11.79783 10.05383 9.41074 10.14459

令和４年度 10.4

令和３年度 9.8

令和元年度

単年度実質公債費比率
　（Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ）／（Ｅ-Ｄ）

実質公債費比率
（３か年平均）

元利償還金　Ａ

準元利償還金　Ｂ

Ａ，Ｂに充当することのできる
特定の歳入　Ｃ

早期健全化基準

財政再生基準

Ａ，Ｂに係る基準財政需要額
算入見込額　Ｄ

標準財政規模　Ｅ

令和2年度令和3年度令和4年度

25.0

35.0
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（４） 将来負担比率 

将来負担比率は73.7％で，前年度と比較すると6.9ポイント下降している。 

 

※ 将来負担比率は，一般会計等が将来負担すべき実質的な負債であると考えられる将来負

担額から充当可能財源等を控除した額を標準財政規模（ただし，普通交付税算定上の基準

財政需要額に算入される公債費等の額を控除する。）で除した比率である。 

※ 下表Ａの将来負担額の主なものは，一般会計等に係る地方債現在高や公営企業債等繰入

見込額，退職手当負担見込額などである。また，Ｂの充当可能財源等の主なものは，将来

負担額に充当できる基金や基準財政需要額算入見込額などである。 

将来負担比率の算定結果
（単位：千円，％）

年度

区分

88,967,491 92,028,418 △ 3,060,927 96.7

68,721,229 69,514,514 △ 793,285 98.9

31,380,204 31,845,080 △ 464,876 98.5

3,935,332 3,922,478 12,854 100.3

73.7 80.6 △ 6.9 

基準財政需要額
算入公債費等の額　Ｄ

前年度比較増減令和３年度令和４年度

将来負担比率
　（Ａ-Ｂ）／（Ｃ-Ｄ）

早期健全化基準 350.0

将来負担額　Ａ

充当可能財源等　Ｂ

標準財政規模　Ｃ
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〔資金不足比率〕 

各会計とも資金の不足額がないため，資金不足比率は発生していない。 

 

※ 資金不足比率は，公営企業会計ごとに資金の不足額を事業の規模で除した比率である。 

※ 下表Ｂの事業の規模は，宅地造成事業以外の公営企業会計においては，営業収益から受

託工事収益を差し引いた額である。宅地造成事業である各区画整理事業特別会計において

は，資本と負債に相当する額の合計額である。 

 

（単位：千円，％）

資金不足額
Ａ

事業の規模
Ｂ

資金不足比率
Ａ／Ｂ

令和３年度
資金不足比率

経営
健全化
基準

水道事業会計 - 3,021,560 - -

下水道事業会計 - 1,778,622 - -

農業集落排水事業
特別会計

- 10,619 - -

地方卸売市場事業
特別会計

- 3,795 - -

東部第１土地区画整理
事業特別会計

- 54,905 - -

東部第２土地区画整理
事業特別会計

- 435,177 - -

佐和駅東土地区画整理
事業特別会計

- 897,108 - -

武田土地区画整理事業
特別会計

- 28,972 - -

六ッ野土地区画
整理事業特別会計

- 193,058 - -

阿字ヶ浦土地区画整理
事業特別会計

- 253,214 - -

船窪土地区画整理事業
特別会計

- 15,698 - -

資金不足比率の算定結果

特別会計名

宅
地
造
成
事
業

法
非
適
用
企
業

法適用
企業

 備考　表中の「－」は該当数値がないことを示す。

公
営
企
業
会
計

20.0

 

 

３ 是正改善を要する事項 

指摘する事項は特にない。 

令和4年度　健全化判断比率意見書表.xls

